
 

 

教育支援センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和８年４月 

 

大阪市教育委員会事務局指導部  

教育支援センター 花園 教育支援センター 桃谷 

教育支援センター 新大阪 



 

子どもたちが教育支援セン

ターに通うことで、生活リズム

を整え、基本的生活習慣の改

善を図り、学校復帰や社会的

自立につなげます。 

基本的生活習慣の改善 

教育支援センター 

★大阪市立の小中学校及び義務教育学校における不登校児童生徒の学習支援及び教

育相談の充実を図り、学校生活への復帰や自立をめざした支援を行います。 

★不登校児童生徒の学習の場を提供するとともに、不登校支援アドバイザー・スタッフ

が、支援要請のあった学校に訪問するなど、連携を図りながら個々の状態に応じた支

援を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

～スタッフ～ 

◆ センター長（指導部 首席指導主事） 

◆ 指導部 担当指導主事 

◆ 不登校支援アドバイザー（学校管理職経験者） 

◆ 不登校支援員（教員経験者） 

◆ 登校支援室相談員（カウンセラー：臨床心理士・公認心理師） 【月・火・木・金】 

◆ 学習支援ボランティア   

子どもたちの将来的な「自

立」を目標とし、学習の場を提

供します。 

自学自習を基本としながら

も、在籍校とも連携し、必要に

応じて支援を行います。 

基礎学力の補充 

子どもたちに対して、安心

して人と関わることのできる

場所を提供します。また、体

験活動を取り入れることで、

諸活動への積極性及び参加

意欲の向上を図ります。 

集団生活への適応 

登校支援室相談員（公認心

理師・臨床心理士・精神保健福

祉士）を中心としたアセスメント

を行います。アセスメントに基づ

いて支援を行うことで、子どもた

ちが安心して過ごせる環境をつ

くります。 

情緒の安定 

学校や登校支援室「なご

み」、区役所、こども相談セン

ター等の関係機関と連携を

図り、保護者への支援や情

報提供を行います。 

保護者への支援 

１ 



 

だれが利用できるの？ 

◼ 大阪市立の小中学校及び義務教育学校に在籍している児童生徒  

◼ 小学校１年生から中学校３年生まで 

◼ 心理的理由等により、不登校となっている児童生徒  

◼ 学習意欲がある児童生徒 

 

利用したいと思ったら？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 校長より、児童生徒が希望する教育支援センターに通所したいことを連絡します。 

③ 不登校支援アドバイザーが学校に訪問し、管理職及び担任等に対して通所希望する児童生徒

の学習状況等について聞き取りをし、教育支援センターについて説明します。 

④ 学校は児童生徒・保護者に教育支援センターについて説明をする。学校は児童生徒の希望す

る教育支援センターに見学・面談を申し込みます。 

⑤・学校は児童生徒と保護者とともに、希望する教育支援センターに来所し、施設見学及び面談

を実施します。※別日に他の教育支援センターを見学することもできます。 

・教育支援センターより保護者に「センター通所登録願」を渡します。 

・通所を希望する保護者は必要事項を記入のうえ、学校に提出します。 

⑥ 管理職は、通所が適当であると判断した場合、必要事項を記入のうえ、保護者に「センター通

所登録願」を返却します。 

⑦ 管理職は、初回の通所の日程を通所する教育支援センターに連絡します。 

⑧ 通所がはじまります。 

※「センター通所登録願」「緊急連絡先」は通所初日に本人が持参します。 

※できる限り早い段階で児童生徒及び保護者対象に初回カウンセリングを実施します。 

① ・校内の不登校対策委員会等にて協議のうえ、学校は児童生徒・保護者に教育支援センター

を紹介します。 

・教育支援センターの通所を希望する保護者は、在籍する学校に相談をします。 
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どんなことができるの？ 

◼ 教育支援センターの時間割は１時間目から６時間目まであります。１コマ 30分です。 

◼ 休み時間は１０分、お昼休みは６０分です 

◼ 午前の１時間目と２時間目、午後の４時間目と５時間目は【学習】を行います。 

午前の３時間目と午後の６時間目は、【学習】、【読書】、【特別活動（特活）】いずれかの選択するこ

とができます。詳細は次のとおりです。 

【学習】 

 在籍校の教育課程に沿った自学自習を行います。 

 学習内容については、在籍校と児童生徒・保護者で相談のうえ、在籍校より

教育支援センターに連絡します。 

 主に在籍校で配付された各教科の教材やプリントなどの課題を取り組みます。 

 在籍校で配付された一人一台端末を活用し、授業配信の視聴（在籍校と要相談）や在籍校で

使用している学習コンテンツ（navima 等）、学習動画コンテンツ（スタディサプリ）などを学習す

ることができます。 

※学習動画コンテンツ（スタディサプリ）の利用は在籍校から申請する必要があります。 

 在籍校で行う工作、絵画、裁縫などの作品制作などについても、一部取り組むことができます。 

 定期テスト等を実施することができます。（在籍校と要相談） 

 上記以外の学習についても、在籍校と相談のうえで実施することができます。 

 

【読書】（３時間目と６時間目） 

 各教育支援センターで、常備５00 冊以上の本を児童生徒が選んで読むことができます。（不登

校支援員等よる『読み聞かせ』を行うこともあります。） 

 児童生徒が持っている本を持参して、読むこともできます。 

 各施設の地域図書館と連携し行事を行うこともあります。 

 

【特別活動（特活）】（３時間目と６時間目） 

 運動：卓球、バドミントン、バスケットボールなど 

 コミュニケーション活動：カード類、ボードゲーム類など 

 その他：書道、イラスト制作、おもしろ実験、音楽鑑賞など 

 

  
※【学習】・【読書】・【特別活動】のいずれにおいても、通所している児童生

徒の人数や希望、各教育支援センターの施設設備、職員の状況等を踏ま

え、取り組み内容を決めます。 

また、【特別活動】は、小グループでの取り組みとなりますが、【特別活

動】を希望しない場合、【学習】または【読書】をすることができます。 
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【カウンセリング】 

 各教育支援センターにおいて、毎週月曜日・火曜日・木曜日・金曜日に登校支援室相談員（カウ

ンセラー：臨床心理士・公認心理師等）とカウンセリングを受けることができます 

 児童生徒や保護者が利用することができます。 

 カウンセリングの予約は、電話または発行する「カウンセラーだより」に記載する QR コードよりオ

ンラインで予約することができます。 

 教育支援センターにて、学校と連携のうえ、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーと

の面談（児童生徒・保護者）等を行うことができます。 
 

 

いつ利用できるの？ 

◼ 課業日の月曜日から金曜日とします。 

◼ 原則として、10：00～15：00です。（ 別紙 時間割をご確認ください。） 

◼ 長期休業（夏休み、冬休み、春休み）期間中における通所可能日は、定期発行している「カウンセ

ラーだより」でお知らせします。 

◼ 教育支援センターに通所する時間帯は、児童生徒自身が決めて参加することができます。 

◼ 在籍校が代休等の休業日であっても、通所することができます。ただし、在籍校が休業日のときに 

通所した場合、出席扱いにはなりません。 

◼ 通所日について、各月末に取りまとめ、翌月に各教育支援センターより在籍校へ情報提供します。

（3月は同月内に情報提供します。） 

 

 

その他 

◼ 教育支援センターにて、一人一台端末をネットワークにつなぎ、利用することができます。 

◼ 教育支援センターにて、教育支援センターのタブレット端末を利用することができます。 

◼ 校長は、通所した日を「指導要録上の出席扱い」とすることができます。 

◼ 通所途中またはセンター内での事故は、独立行政法人・日本スポーツ振興センターの救済制度

を受けることができます。 

 

〔注意事項〕 

 

◼ 給食はありません。お弁当・水筒（お茶）をご持参ください 

◼ 保護者の責任のもと、徒歩または公共交通機関による通所となります。なお、就学援助の認定を

受けている場合、通所にかかる交通費は一定条件のもと就学援助費の支給対象となります。 

◼ 自転車等による通所は認めておりません。 

◼ 教育支援センター職員による送迎はありません。 
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〔場所・問合せ先〕 

○受付時間は、９:00～17：00 となっています。 

① 教育支援センター（花園） 

住所 〒557－0016 大阪市西成区花園北２丁目 16番 26号 

（もと大阪市立弘治小学校 西館 ２・３Ｆ） 

電話 （06）6631－8962  Fax（06）6631－8963 

アクセス Osaka Metro 四つ橋線 「花園町」③Ａ出口 すぐ 

 

 

 

 

 

 

 

② 教育支援センター（桃谷） 

住所 〒544－0033 大阪市生野区勝山北４丁目９番 22号 

（もと大阪市立鶴橋中学校 本館 ４Ｆ） 

電話 （06）6731－8560   Fax（06）6731－8561 

アクセス ＪＲ 桃谷駅より東へ約 900m 

大阪シティバス 大池中学校前より西へ約 400m 

大池橋より北西へ約 650m 

 

 

 

 

 

 

 

③ 教育支援センター（新大阪） 

住所 〒533－0033 大阪市東淀川区東中島３丁目７番 28号 

（小中一貫校 むくのき学園 ５号館内）  

電話 （06）6322－2500  Fax（06）6322－2501 

注意 小中一貫校 むくのき学園に問い合せることがないようにお願いします。 

アクセス Ｊ Ｒ 新大阪駅より南東へ約 800m 

阪急 崇禅寺駅より西へ約 350m   柴島駅より西へ約 800m 
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教育
きょういく

支援
しえん

センターの一日
いちにち

 

  学習
がくしゅう

内容
ないよう

 
あさのじかん 

１０：００～１０：１０ 
  

１げんめ 

１０：１０～１０：４０ 
学習
がくしゅう

 

２げんめ 

１０：５０～１１：２０ 
学習
がくしゅう

 

３げんめ 

１１：３０～１２：００ 読書

どくしょ

 / 特別

とくべつ

活動

かつどう

 / 学 習

がくしゅう

  

おひるやすみ 

１２：００～１３：００ 
 

４げんめ 

１３：００～１３：３０ 
学習
がくしゅう

 

５げんめ 

１３：４０～１４：１０ 
学習
がくしゅう

 

６げんめ 

１４：２０～１４：５０ 読書

どくしょ

 / 特別

とくべつ

活動

かつどう

 / 学 習

がくしゅう

 

かえりのじかん 

１４：５０～１５：００ 
  

 

★教育
きょういく

支援
しえん

センターにくる時間
じかん

は、児童
じ ど う

生徒
せいと

で決
き

めることができます。   

 


